
徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
九
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

障
害
児
通
所

指

定

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

支
援
の
種
類

年

月

日

株
式
会
社
鎌
倉
総
合
企
画

香
川
県
高
松
市
木
太
町
四
二
八

ナ
イ
ス
く
わ
じ
ま

名
西
郡
石
井
町
高
原
字
桑
島
二

放
課
後
等
デ
イ

令
和
二
年
九
月

四
番
地
八

八
二
番
地
八

サ
ー
ビ
ス

一
日

有
限
会
社
す
み
れ

徳
島
市
国
府
町
南
岩
延
字
居
内

ミ
ラ
イ
ズ

板
野
郡
北
島
町
高
房
字
百
広
花

児
童
発
達
支
援

同

六
五
二
番
地
五

四
番
地
一

放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
オ
ア
シ
ス

同

佐
古
一
番
町
八
番
二
〇

オ
ア
シ
ス

徳
島
市
佐
古
一
番
町
八
番
二
〇

児
童
発
達
支
援

同

号

号

放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

保
育
所
等
訪
問

支
援

居
宅
訪
問
型
児

童
発
達
支
援


